
理事会（６月）・案件  

令和６年６月１２日 (木 )  

体育協会事務局会議室  

【会長  あいさつ】  

  

常任理事並びに理事の皆様、理事会にご参加いただき、ありがとうござい

ます。少し前のコロナ禍においては、他のイベント行事等が中止になった

り、止まってしまうということが起こりました、しかし、体育協会の行事

においては、一定大きな影響を受けることなく市民体育大会等の行事は順

調に実施できております。皆様のご協力のおかげであると感謝申し上げま

す。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。  

  

１  第７０回大東市民体育大会総合開会式について  

 《資料―①》市民体育大会総合開会式・まとめ（案）について  

 《資料―②》連盟別参加者数   

  〇総合開会式の反省・改善点等について  

 

２  第４５回大東スポーツカーニバルについて  

《資料―③》第４５回大東スポーツカーニバル（概要・案）  

  〇第 1 回スポーツカーニバル実行委員会  ６月１９日（木）午後７時～  

 

３  スポーツ施策の要望について  

 

４  その他  

 

 （１）大阪府総合体育大会危機管理マニュアルについて  

（２）大阪府総合体育大会に係る傷害保険の加入について  

 （３）市民まつり（１１月９日）について  

（４）大東市スポーツ指導者研修会  

 ○７月２６日（土）午後７時～８時  

   大東市立市民会館  ３階中会議室  

   「体幹おもしろトレーニング」  講師：池田  勝彦  

 

※  各連盟から１名以上の参加をお願いいたします。  

 

（５）各連盟行事の市長・議長の招待について  

各連盟行事に市長・議長を招待する時は、必ず体育協会事務局を経由し

て行うこと。  

（６）各連盟に対する補助金の支給（３万円）、会費（１万円）について  

 

 

 

  主な今後の予定（裏面）  



 

〔主な今後の予定〕  

 

○  第４５回大東スポーツカーニバル実行委員会（第１回）  

 

・６月１９日（木）  午後７時～  

市民会館５階  教育委員会会議室   

 

○  第７４回北河内地区総合体育大会総合閉会式  

 

・７月２９日 (金 ) 午後７時００分～  

四條畷市立総合体育館  ３階  多目的室  

 

○  第７９回大阪府総合体育大会総合開会式  

 

・８月７ (木 )午後６時３０分～  

 たかつガーデン（予定）  

 

 ※総合閉会式：１０月２３日（木）午後６時３０分～  

  たかつガーデン（予定）  

 

 

 

○  常任理事会：６月１２日（木）   

午後７時３０分～  市民体育館  会議室  

 

 

 ※常任理事会、理事会に出席しなかった連盟は、必ず会議の内容を説明しま

すので、１週間以内に事務局まで会議の書類等を取りにお越し下さい。  

   なお、理事会終了後に体育協会の HP にも会議内容を掲載しておりますの

で、ご覧ください。  

 

 

【橋本副会長  あいさつ】  

 

  本日は、熱心にご協議いただき、ありがとうございました。  

  体育協会の運営は、連盟の方々のご協力があってこそ、実行出来得るもので

ございます。これからも引き続き、連盟の皆様方のご支援、ご協力のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。  

 

 

 

 

 



令和 7 年 6 月 12 日  

理事会：資料－①  

第７０回大東市民体育大会総合開会式・まとめ  

 

 総  括   令和７年５月１１日 (日 ) 午前９時３０分～  

昨年に引き続き通常開催となった開会式は参加者数４７１人と昨年の３５１人より大幅

に増加し、盛況の中で無事に開会式を終えることができました。当日は、北側グランド駐

車場においても大した混乱もなく、スムーズな誘導ができました。駐車場の閉鎖の案内を

警備員の声掛け並びにビラよる広報を行っていたにもかかわらず、終了時まで１台のみが

退出しない状況となりましたが、何とか退出でき、大きなトラブルは生じませんでした。  

参加者数  総数： 509 名（内訳⇒連盟関係： 471 名、来賓： 21 名、主催者など関係者：

17 名 ,観客 65 名）  【参考： 387 名 (昨年 )】  

 

１  準備  

 

 

２  当日  

 

３  事後  

・  各連盟参加者の事務局への報告並びにメダルと賞状の受け取りを効

率的かつ敏速・スムーズにおこなえるよう改善する必要がある。  

・  来年に向けて役員等の打ち合わせをさらに充実させ、今後に生かす

ことが重要。  

 

・   

 

・  会場設定、また終了後の後片付けなど、担当の各連盟がそれぞれの

役割をしっかりとはたしていただき、無難に運営することができま

した。  

・  当日、駐車場の閉鎖時間等の告知を事前に徹底し、正午以降に北側

グランド駐車場に残らないよう徹底する必要がある。  

・  通常開催であったが、駐輪場のスペースが少なく、あふれる状況が

見られ今後改善等検討が必要と思われます。  

・  会場内が暑く、熱中症対策として空調や送風機等の設置があれば良

かった。  

・  模範演技については、端的にわかりやすく実施できたという声があ

り、昨年の長くわかりにくいという課題は解消されました。  

・  模範演技の実演場所が少し端の方であったため、もっと真ん中の分

かりやすい目立つ中央ゾーンを利用して実施した方が良かったと

いう意見もあり、今後の模範演技において見せ方の工夫の余地が必

要である。  

・  退場の際は、来賓を優先して誘導することが出来、改善されていた。 



令和 7 年 6 月 12 日  

理事会：資料－①  

 

各連盟からの意見等について  

 

１．担当部署での反省点、改善点など  

 

〇大会当日は、天候に恵まれ自転車で参加される方が多く、駐輪場のスペースが狭く、

裏の駐輪場も利用しており、今後駐輪場の場所を検討すべきでは。  

○来賓接待について、今年度よりペットボトル配布方式に変更され、スムーズに対応

出来ており、それほど多くの人数は必要がないように感じた。  

○北側駐車場への誘導もスムーズであったが、最後まで駐車されている車があり、時

間を超過しても退出されない状況があった。  

○役割が若干不明確な点があり、徹底が図れていない面があった。  

 

 

２．市民体育大会総合開会式全体について意見等  

 

〇全体的にはスムーズに運営されていた。  

〇開会式の参加人数が連盟によって少ないところがあるのでできるだけ 30 人前後は参

加するようさらに周知・徹底する必要がある。  

○今回はバトントワリングがなく、華やかさに欠けた。  

○カローリングの模範演技について、もっと中央付近で演技し、小学生等の参加者に

も投球させてあげれば、より盛り上がったのではと感じた。  

○ﾚﾌﾟﾘｶの授与に移行する際にもっとスムーズな進行を行えば良いと感じた。  

○行進の曲をかえてみてはどうか。  

○参加品も検討してみてもよいのではと感じた。  

 

 

３．その他気づいた点など  

 

〇荷物置き場の場所が手狭で、置き場を確保してもらいたい。  

○体育館の「市民体育大会」の横断幕の掲示で「しわ」があり、見栄えが良くなかっ

た。  

○体育館内の温度が高く、熱中症対策を施してもらいたかった。  
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理事会：資料－①  

 

第７１回大東市民体育大会総合開会式について（素案）  

 

 

  

 

     

○  事業内容  

 

⑴  事前  

 

 ①  啓発の促進（ネット等の活用による発信）  

 

 ②  のぼりの見直し（手法の改善）  

 

⑵  模範演技  

 スポーツの PR と市民等参加による普及・促進につなげる。  

 

 ①  模範演技する競技の決定について  

  前回までの繰り返し、持ち回りとする。  

  柔道  ⇒  空手道  ⇒  剣道  ⇒  相撲  ⇒  卓球  ⇒  バドミントン  ⇒  

    バレーボール  ⇒  バスケットボール  ⇒  テニス  ⇒  ソフトバレーボール   

⇒  グラウンド・ゴルフ  ⇒  ソフトテニス  ⇒  カローリング  

   

⑶  演技・入場行進  

 

 ①  バトントワリング等について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  日   時  

 令和８年５月１０日 (日 ) 午前９時３０分～  

 

 



令和 7 年 6 月 12 日  

理事会：資料－②  

Ｎ　Ｏ 備　考(昨年度)

1 25

2 27

3 空手道 10

4 卓    球 11

5 バ レ ー ボ ー ル 35

6 バ  ド  ミ  ン  ト  ン 12

7 相    撲 19

8 ソ フ ト ボ ー ル 20

9 ソ フ ト テ ニ ス 11

10 テ  ニ  ス 27

11 バスケット ボ ー ル 40

12 グ ラ ウ ン ド ･ ゴ ル フ 31

13 31

14 8

15 30

16 14

351

120

北側グラウンド・60台

来賓　：　　21

役員・関係者　：　17

総参加者数：509名

           合                計 471

20

増加数

カローリング

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ

第７０回大東市民体育大会・総合開会式（連盟別参加者数）

29

12

40

連　　　　　　　盟

柔   道

令和　７年　５月１１日（単位：人）

参　加　者　数

剣   道 25

30

40

5

27

23

60

35ソ フ ト バ レ ー ボ ー ル

30

35

60一般参加(観覧者、出演者保護者含む。)

 



1

2

3 市　議　会　議　長 酒　井　一　樹

4 市　議　会　副　議　長 木　田　伸　幸

5 市　議　会　議　員 天　野　一　之

6 市　議　会　議　員 おおつか　真司　

7 市　議　会　議　員 あずま　健太郎

8 市　議　会　議　員 北　村　哲　夫

9 市　議　会　議　員 児　玉　　亮

10 市　議　会　議　員 小　南　市　雄

11 市　議　会　議　員 あらさき　美枝

12 市　議　会　議　員 澤　田　貞　良

13 市　議　会　議　員 品　川　大　介

14 市　議　会　議　員 杉　本　みゆき

15 市　議　会　議　員 田　中　大　貴

16 市　議　会　議　員 中　村　晴　樹

17 市　議　会　議　員 みずおち　康一郎

18 市　議　会　議　員 光　城　敏　雄

19 市　議　会　議　員 安　田　恵　子

20 スポーツ推進委員会会長 鈴　木　英　夫

21 大　西　泰　治

22

23 田　中　知　子

24 松　本　茂　之

×

〇産業・文化部スポーツ振興課長

スポーツ少年団　本部長

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

産業・文化部長

第70回(令和7年度)市民体育大会総合開会式・来賓名簿

大 阪 府 議 会 議 員

大　東　市　長

〇

〇

〇

〇

〇

役　　職　　名

内　海　久　子

出　席

〇

氏　　　名

逢　坂　伸　子

×

〇

〇

大　西　茂　治

〇

〇

こども会育成連絡協議会長

順序不同：敬称略

〇

〇

〇

×

 



 

 

★第４５回大東スポーツカーニバル（実施概要・案）  

 

 

 

 〓  大  運  動  会  〓  

★  場所：大体育室  

●  内容：徒競走、綱引き、玉入れ、ドッヂビー  

       【昼食】  

       長なわとび、大玉転がし、パン食い競争  

●   『模擬店』、『健康朝市』、『遊びコーナー』  

●   障がい者スポーツ  

 

〓体力測定〓  

「健康・長寿への挑戦・チャレンジ」  

□  場所：体育館＋運動広場  

□  内容 :・体力測定・  

 

○  『体育の日』は、市内のスポーツ・公共施設に出向き、幅広い層の市民が、様々なスポーツを体験、実施し、健

康で「いきいき安心のまち  大東」をめざし、「日本で一番元気なまち  Daito」を実現する。  

○  スポーツや社協連関係団体が中心となって企画、実施し、また、参加する。  

○  開会式：１０月１３日  (体育の日・月 ) 午前９時～、大東市立市民体育館  

競  技  内  容         

【テーマ】  

〓スポーツしよう  

       いい汗ながそう〓  

方  向  性  

あふれる笑顔   

幸せのまち  大東  

【健  康  測  定】  

・健康年齢測定  

 

 

  市民の主体的なスポーツ活動を通じて『生涯スポーツのまち大東を実現！』 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            案 
大東体協  第  ２  号  

令和  ７年  ７月  日  

大東市長  逢坂  伸子  様  

大東市体育協会  

会長  水井  耕二  

（公印省略）  

                           

 

体育・スポーツの振興について（要望）  

 

 平素は、当体育協会の運営に対して、格別のご指導、協力をいただきありがと

うございます。  

 さて、スポーツ施策および市民体育館を中心とした体育施設の活動環境を整え

るため、これまでも要望を行ってきたところではありますが、今年度もスポーツ

環境の充実ため、下記のとおり要望致しますので、ご検討のうえ、ご回答いただ

きますようお願いします。  

 

記  

 

１  体育協会として  

①  北河内総体や大阪府総体の派遣費は、ここ何年も同額であり、交通費も見直

しされている現状に鑑み、増額の検討を願いたい。  

 

②  市民体育館のエントランス前の水はけが悪く、雨の時は水が溜まっている  

   ので、環境整備を改善してください。  

 

③  市民体育館の空調設備を修理してもらいたい。  

 

④  施設全体が老朽化してきておりドア等適宜必要な修理対応をお願いしたい。 

 

２  各競技連盟からの要望について  

 

 １  剣道連盟  

①  市民体育館に大型送風機を設置してもらいたい。  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

②  剣道用のホワイトボードの足が破損しているので修理対応を求める。  

  

２  柔道連盟  

  小体育室の扇風機の故障を早期に修理してもらいたい。  

 

 ３  卓球連盟、ソフトバレーボール連盟  

  卓球台（ソフトバレーボールコート）を仕切るフェンスが非常に傷んで、斜

めに傾いて倒れやすくなっている状況。競技中に倒れたフェンスが選手に当

たれば怪我につながり危険である。応急手当でピンクの養生テープを貼った

物もありますが、非常に見た目も悪いことからフェンスの買い替えをお願い

したい。  

 

４  バレーボール連盟  

市民体育館のバレーボールの支柱カバーが破損したものがあり、新たに取  

り替えてもらいたい。  

 

５  相撲連盟  

①  外土俵の電源スイッチ BOX 内のレバーが破損しており、修理対応をお  

願いしたい。  

 

②  室内の電気が落ちることが多々あり、電圧をもっと上げてもらいたい。  

 

６  ソフトボール連盟  

 市民体育館の物品倉庫（物置）の老朽化がひどく、非常に傷んでいることか  

 ら新しい倉庫に取り替えてもらいたい。  

 

７  テニス連盟  

①  テニスコートの熱中症対策の増強  

 

現在、仮設置頂いたテントは 1 コート 1 台で一人用（現状 4 面に 4 台）  

テニスコートサイドは幅が狭く現状のテントでは、テント全面の脚への接触

リスクがあり危険かつ不十分です。  

 

１  前面にポールがない背面のみポール型テント  

２  フェンス取りつけ型テント（他市参考画像）  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

気象庁は「命にかかわる危険な暑さ」と警戒を呼びかけています。  

テントの増強と熱中症警戒アラートも活用しながらハード面の強化とソフ

ト面（水分補給等）で健康で継続してテニスができる環境整備を要望致し

ます。  

 

①  避雷針若しくは雷警報器の設置のお願い  

最近のテニスラケットは殆どの製品がカーボン素材で出来ています。  

カーボン素材は電導性が高いことから、ラケットを振り上げることで落雷の

危険が大きくなります。屋外スポーツ施設において建物や人命を守るために

も、周囲に避雷針の設置若しくは、雷警報器により事前にリスク回避ができ

るように設置を要望致します。  

（以前大阪では、高槻市において雷が落ち、重症をおった事故や他府県で  

も未だに同様の事故は絶えません）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

大阪府総合体育大会 

危機管理マニュアル  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

大阪府体育連合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大阪府総合体育大会危機管理マニュアル  

１ 目的   

 本マニュアルは、大会等において事故等が発生した場合を想定して、事前対策、発生時の応急対

策、それに引き続く事後対策について規定するものとする。  

  

２ 対策  

（１）事前対策  

   毎年適切な時期に、各市町村教育委員会及び競技団体に対し、危機管理体制の周知徹底を図る。  

なお、万が一事故が発生した場合を想定し、実行委員会担当市町村委員は大会会場周辺の救急

病院を掌握するとともに、中央大会及び地区大会実施要項に記載の緊急連絡先（担当市町村所在

地、会場、雨天中止等の連絡先）に加え、救急病院連絡先を明記する。  

   また、大会当日の会場準備については、サッカーゴールなどが風にあおられて倒れること等がな

いよう、事故防止には万全を期すこと。  

（２）応急対策  

  ①事故等が発生した場合、当該市町村体育協会担当者（けが人が発生した市町村体育協会担当）が

中心となり応急手当を実施する。状況に応じてけが人に付き添い、医療機関へ搬送するととも

に、家庭への連絡、治療後の搬送等の手配を行う。また、本部（大阪府体育連合事務局）へ医

療機関名等を連絡する。  

  ②実行委員会担当市町村委員は、けがの状況を判断し、状況に応じて 119 番通報等（救急病院搬

送の手配）を行うとともに、本部（大阪府体育連合事務局）へけが人の氏名、状況等を連絡す

る。  

  ③実行委員会競技種目委員（例えば〇〇市町村バレーボール協会）は、けが人の対応が円滑にでき

るよう、応急手当や搬送等の応援を行う。  

  ④本部（大阪府体育連合事務局）は、状況を把握するとともに、実行委員会担当市町村委員、実行

委員会競技種目委員及び当該市町村体育協会担当者と連携を取り、円滑な対応ができるように

する。  

（３）事後対策  

①当該市町村体育協会担当者は、事故報告書を作成の上、本部へ送付する。  

  ②本部（大阪府体育連合事務局）は、状況を把握するとともに保険会社に連絡し、保険金請求手続

きを行う。  

  

３ 台風接近時等の対応について  

（１）大会当日、朝６時の時点で暴風警報が発令されている場合、全種目中止とする。  

（２）上記以外の場合は、各種目担当市町村の判断となるので、各自で実施要項に記載の各種目連絡

先まで問合せること。  

  

４ その他  

  屋外での種目については、特に雷の発生に注意し、落雷事故防止に万全を期すこと。  

  （別紙「雷への対応における留意点」参照）  
 

 



【大阪府総合体育大会危機管理マニュアル】   

＜関連図＞                救  急  シ  ス  テ  ム   

 

 ＜詳細＞   

         (当 該 市 町村 体 育協 会 へ 連 絡 )  

《本部》  連絡受領   (当 該 市町 村 教 委 へ連 絡 )  

(実 行委 員 会 競 技種 目 委 員 へ応 援 を 派 遣 )  

 

被災害者   
実行委員会担当市町村委員   当該市町村体育協

会担当者   

実行委員会競技種目委員   

処置   

対 応判 断   

各 機関 連 絡   

（ 本部 へ 被 災 害者 氏 名 、 状況 等 ）  

応 急手 当 担 当 市委 員

サ ポー ト   
応 援   

搬送   
搬 送手 配   

（ 救急 車 ･タ ク シー 等 ）   

搬 送連

絡   

(本 部 へ 医 療 機 関 名 を

連 絡）   

搬 送サ ポ ー ト  

応 急手 当 サ ポ ート   

受診     事 故報 告 書 作 成準 備     



 ※台風接近時等の対応について   大会当日、朝６時の時点で暴風警報が発令されている場合、

全種目中止とする。  上記以外の場合は各種目担当市の判断となるので、各自で実施要項に記

載の各種目連絡先まで問合せること。  会場準備については、サッカーゴールなどが風にあお

られて倒れること等がないよう事故防止には万全を期すこと。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【安全な空間に避難できない場合の対応】   

近 く に 安 全 な 空 間 が 無 い 場 合 は 、 電 柱 、 煙 突 、 鉄 塔 、 建 築 物 な ど の 高 い 物 体 の て っ ぺ ん を  45 度 以 上 の 角 度

で 見 上 げ る 範 囲 で 、 そ の 物 体 か ら ４ m 以 上 離 れ た と こ ろ （ 保 護 範 囲 ） に 退

避 し ま す 。 高 い 木 の 近 く は 危 険 で す か ら 、 最 低 で も 木 の 全 て の 幹 、 枝 、 葉

か ら 2m 以 上 は 離 れ て く だ さ い 。 姿 勢 を 低 く し て 、 持 ち 物 は 体 よ り 高 く 突 き

出 さ な い よ う に し ま す 。 雷 の 活 動 が 止 み 、 20 分 以 上 経 過 し て か ら 安 全 な 空

間 へ 移 動 し ま す 。  な お 、 保 護 範 囲 に 退 避 し て い て も 、 落 雷 地 点 の 近 く で 座

っ た り 寝 こ ろ ん で い た り し て い る と 、 地 面 に 接 触 し て い る 身 体 の 部 分 に 、

し び れ 、 痛 み 、 ヤ ケ ド が 発 生 し 、 と き に は 歩 け な く な る こ と が あ り ま す 。   

（ 雷 か ら 身 を 守 る に は  ―  安 全 対 策 Q＆ A ： 日 本 大 気 電 気 学 会 か ら 引 用 ）   

  （ 参 照 ： 気 象 庁 HP 雷 か ら 身 を 守 る に は ）  【 情 報 収 集 に つ い て 】   

  

【情報収集について】  

○ 気象庁「全国の警報・注意報」  https://www.jma.go.jp/bosai/warning/   

○ 気象庁「雷ナウキャスト」    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder2-1.html 〇 大阪

管区気象台         https://www.jma-net.go.jp/osaka/  

※ 雷に関する防災気象情報は、「注意報」までしかない（「警報」はない） 
 

  



 7 9  総 実 第 ８ 号                               

 令和７年 ５月 30 日  

  

 各市町村体育協会（連盟）会長  様  

  

                      第 79回大阪府総合体育大会実行委員会                      

委   員   長    久   間   秀   一  

   

  

大阪府総合体育大会（地区大会・中央大会）開催に係る傷害保険の加入について（通知）  

   

 日ごろから本実行委員会の運営に、ご尽力いただき厚くお礼申し上げます。  

 さて、標記傷害保険を下記の内容で加入しましたのでお知らせします。  

 つきましては、関係の方々へ周知いただきますようお願いします。  

 なお、万一、事故が発生しましたときは、別紙要領により、速やかにご報告いただきます

よう、併せてお願い申し上げます。  

  

記  

  

１ 補償区分  

区   分  補  償  内  容  備     考  

対象の範囲  

・大会会場での練習中及び競技中に生じ  

た事故によるけが  

・自宅から大会会場までの往復途上に生  

じた事故によるけが  

大会は、大阪府総合

体育大会（地区大

会・中央大会）及び

大阪府市町村対抗駅

伝競走大会  補償金額  死亡・後遺障害   ３００万円  

  ※補償の対象となる大会参加者は、選手・監督等及び大会役員（競技役員、審判員を含

む）です。  

  ※死亡・後遺障害以外の保険については、各市町村・各団体にて加入してください。  

     

２ 加入保険の適用期間  令和７年６月１日（日）から令和８年２月 15 日（日）  

  

３ 保険代理店名        阪急阪神保険サービス株式会社               

大阪市北区角田町８－４７阪急グランドビル１６階              

ＴＥＬ ０６－６２３２－８８３７（担当：沖村）  

                        ＦＡＸ ０６－６２３２－８８０９  

    

 【本件に関する問合せ先】   

大阪府教育庁  教育振興室  

保健体育課   競技スポーツグループ内  

 【大阪府体育連合事務局】  

担当：指導主事 田中 太郎  

 TEL：０６－６９４４－６９０４   FAX：０６－

４３９７－４１２４  

  



事故発生時の取扱要領  

 区                分        取       扱       い  

                     

報告書の提出時期  
 事故発生後、速やかに（30日以内）  

 

報  告  者                   

   

 大会参加者の属する市（町・村）スポーツ（体育）協会（連盟・連合）会長  

   報  告  先     

大阪府体育連合事務局（担当：田中）  

  〒540-8571 大阪市中央区大手前３丁目２-12 別館６階          
大阪府教育庁 教育振興室 保健体育課内         
電 話 ０６－６９４４－６９０４  

ＦＡＸ ０６－４３９７－４１２４  

                    

報 告 書 の 様 式  
 （別紙）のとおり  

                     

報 告 の 方 法  

 メールにより報告し、後日、本書を送付する  

  宛先：TanakaTaro@mbox.pref.osaka.lg.jp  

  〔連絡事務の流れは、次のとおりです〕  

               ①事故報告      

 大会参加者                     参加者の所属する市 

（事故者）                    (町・村)スポーツ（体育）協会                 

               ⑤保険会社への連絡済報告     (連盟・連合)会長  

  （事務手続の進捗状況報告）  

            ※１  

                                               ④  

        ⑧   ⑦   ⑥                            保       ②                                      

保   保   請                                進事    険       事                 

険   険   求                       捗務    会    様 故      

金   金   書                             状手連  社    式 報      

支   請   類                                況続絡  へ    ‥ 告      

払   求   等                                報の済  の    別   

※３※２  連                          ※１告 報      紙 

                     絡 

 

               （事務手続進捗状況報告）※１      

                 

 契約保険会社   

大阪府体育連合事務局  

（保険代理店）        ③事故報告 

 阪急阪神保険             大阪府教育庁  

 サービス株式会社    教育振興室 保健体育課内  

  （担当）沖村   （担当）田中  

   TEL(06)-6232-8837      TEL(06)-6944-6904  

    FAX(06)-6232-8809  FAX(06)-4397-4124  

 

※１ 事務手続の進捗状況報告については、必要に応じて行います。  

２ 保険金の請求に関して、大会要項・事故証明等、主催者の発行する書類が必要となるときがあり

ます。これらの書類については、当該市（町・村）スポーツ（体育）協会（連盟・連合）又は大阪

府体育連合において作成するものとします。  

   なお、大会参加者（事故者）からの保険金請求に関する問合せ先は、原則として契約保険会社とし

ます。ただし、請求に当たって主催者の発行する書類が必要となるときは、当該市 

（町・村）スポーツ（体育）協会（連盟・連合）を問合せ先とします。  

３保険金は、契約保険会社が請求書受理後、２週間程度で指定の口座に振り込まれます。   



（  別  紙  ）  

事  故  報  告  書  

 以下 のと おり 報告 します 。  
 

１  

大 会 名             

 □  第 ７ ９ 回 大 阪 府 総 合 体 育 大 会 （  地 区 大 会  ・  中 央 大 会  ）  

 □   第 ７ ５ 回 大 阪 府 市 町 村 対 抗 駅 伝 競 走 大 会  

２  事 故 発 生 日 時   令 和   年   月   日（   ）  午 前・午 後     時    分  頃  

３  事 故 発 生 場 所  
 

４  競 技 名              種 目                競  技   種 別               の  部  

 ５  

 

 事  

 

 

 故  

 

 

 者  

( ふ  り  が  な  ) 

氏 名             

  性  

 

 別  

  男  

  ・  

  女  

 年  

 

 齢  

満     歳  
 

住 所             

 〒    －  

 

 

 TEL （     ）     －  

連  絡  先  
  上 記 に 同 じ  

 TEL  （     ）     －       〔 勤 務 先 ・ そ の 他     

 〕  

 ６  事 故 発 生 時 の  

   状 況  

 

 （ 把 握 さ れ て い る  

 範 囲 内 で 詳 し く ）  

 

 ７  

事 故 の 程 度             

 

 （ 把 握 さ れ て い る  

 範 囲 内 で 詳 し く ）  

 

 

 本 書 作 成 日  ：  令 和   年   月   日  

 報  告  者  ：  （ 団 体 名 ）            市 （ 町 ・ 村 ） 体 育 協 会 （ 連 盟 ・ 連 合 ） 

 

         （ 代 表 者 名 ）                     印  

 



 



令和７年度大東市スポーツ指導者研修会申込書  

 

 

令和７年   月   日  

 

氏名  団体名等  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

大東市産業・文化部  スポーツ振興

課  

ＴＥＬ：０７２－８７０－９１０６    

ＦＡＸ：０７２－８７０－９６８７  

メール： sposhin@city.daito.lg. jp  

担  当：高田・森北  

mailto:sposhin@city.daito.lg.jp

